
 

 

 

進学・進級時における少年の非行・犯罪被害防止と有害環境の浄化（人身安全対策・少年課）  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

          

 
 

      

 

 

進学・進級のこの時期は、子供たちが大きな期待や希望を抱く一方、周囲の

人間関係や生活環境の変化から、非行や不良行為に陥りやすく、また、犯罪被

害にあうケースも少なくありません。 

進学・進級時における少年の非行・犯罪被害防止 

少年が、ＳＮＳなどを利用して性犯罪等の被害にあうケースが後を絶ちません！ 

インターネットは危険性がある一方で、適切に使うことにより便利で豊かな生活を送ることもできます。

インターネットを適切に利用し、被害に遭わないために、ご家庭で３つのポイントを実践してみましょう！ 

 

少年が非行や不良行為に陥るときは 

●家族との会話が減った ●夜中に頻繁に外出するようになった 

●買い与えていないのに服や物が増えた 

など、いろいろな兆候があらわれるものです。 

非行等の兆しを見逃さないようにするためにも、家庭内でのコミュニケーションを

大切にしましょう！ 
 

少年の規範意識の向上を図るためには、社会全体として、厳しくも温かい目で少年を見 

守り、少年に対して、身の回りに常に自分のことを気にかけている「大人の目」があることを 

伝えていく必要があります。 

 まずは、毎日のあいさつや声かけ、通勤や買い物ついでのパトロールなど 

自分にできることから始めましょう。 

 

 

 

 保護者の方がお子さんの
発達段階に応じて、インター

ネット利用を適切に管理する

ことが重要です。 

インターネットの利用環境

は急速に変化することから、

保護者の方の意識向上が重

要となります！ 

 

 

 

 

 

 

被害に遭った少年の 

ほとんどがフィルタリング 

を設定していませんでした。 

お子さん（18 歳未満）がスマ

ートフォンを使用する場合、契約

時等にフィルタリングの設定を

必ずしましょう。 

 

 

 

 

 

 

スマートフォン等の不適

切な利用によるリスクにつ

いて家庭で話し合い、正し

い生活習慣づくりやインタ

ーネットを正しく利用するた

めの家庭内ルールをつくり

ましょう。 


